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よ く あ る 質 問 

（共通事項） 

 Ｑ Ａ 

１ 提出する各証明書（登記事項証明書、

納税証明、営業証明等）は原本か。 
コピーでも良い。 

２ 印鑑証明書は必要か。 不要です。 

３ 市外業者ですが、市税の同意書は必

要か。 
恵庭市に法人及び代表者個人の納める税が 

無ければ不要です。 
※恵庭市在住の従業員がいると住民税（特

別徴収）があり、同意書が必要です。 
４ 申請書の提出方法は持参でも良い

か。 
郵送による申請としますが、恵庭市内に本

社・営業所等がある場合は持参も可能です。 
５ 申請書（様式 1）の「３．連絡先」の

欄は、登録者（本社又は受任者）の担

当部署名や担当者名を記入するの

か。 

指名通知等入札に関する連絡は登録者（本

社又は受任者）に通知しますが、登録をし

ていない支店や営業所を連絡中継点として

利用する場合に記入してください。登録者

（本社又は受任者）の担当部署や担当者名

ではありません。 
（例 東京本社で登録しているが、入札に

関する連絡は本社ではなく札幌の支店に連

絡して欲しい場合） 
６ 登記事項証明書、及び各証明書の発

行日の有効期限はいつか。 
令和７年９月１日以降の発行日を有効とし

ます。 

７ 提出する登記事項証明書の種類は何

か。 
「現在事項全部証明書」又は「履歴事項全

部証明書」の何れかになります。 

８ 申請書記載の基準日はいつか。 指定されたもの以外は令和７年１２月１日

現在の状況を記入してください。 

９ 前回登録された「資格審査結果通知

書」の持参は必要か。 
不要です。 

１０ 国税(消費税)の証明として、納付した

通帳のコピー、領収書でも良いか。 
税務署発行の納税証明書が必要です。 
（個人／その３の２、法人／その３の３） 
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１１ 告示にある「〇月〇日現在引き続き

○年以上その事業を営んでいる」と

は、受任者（支店・営業所等）にも該

当しますか。 

本社・本店に対してであり、受任者には該

当しません。 

１２ 申請印は本社・本店の使用印でも良

いか。 
必ず会社の実印を押印してください。 
 

１３ 受任者印は個人印でも良いか。 必ず支社・支店の社印を押印してください。 

１４ 本社が移転し登記申請中のため、新

しい登記事項証明書を提出できな

い。 

申請期間内に登記事項証明書が間に合わな

い時は、事由について申立書(様式任意)に記

載し、押印のうえ提出してください。 
１５ 申請書に訂正や不備が発生した場

合、どのように対応すればよいか。 
「工事・設計等」についてはシステム会社

から連絡が、「物品・役務」については市か

ら受理書を送付しますので、受理書の記載

に沿って対応願います。 
１６ 決算書は必要か。 不要です。 

１７ 申請書を郵送してもらいたい。 「工事・設計等」については郵送はありま

せん「物品・役務」については窓口での配

布、または市のホームページからダウンロ

ードして下さい。 
１８ 使用印を指定しない場合はどうすれ

ばよいか。 
使用印の指定がない場合は、使用印欄を空

欄にして下さい。（受任者使用印が無い場合

も、受任者使用印欄を空欄） 

 
（工事、設計等） 

 Ｑ Ａ 

１ 建設業許可証と登記事項証明書の 

所在地が違う場合の記載方法。 
建設業許可書の所在地で記載してくださ

い。 

２ 事業経歴書、工事経歴集計表、技術者

名簿は、会社独自のもので良いか。 
様式の内容が備わっていれば、可とします。 

３ 委任状の様式は決まっているか。 様式の内容が備わっていれば、可とします。 

４ 本社で建設業許可証を持っている

が、受任者にも必要か。 
受任者が希望する工種について許可を有す

る必要があります。 
５ 行政書士による代理申請には、委任

状が必要か。 
別記様式３の委任状を添付してください。 
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６ 申請書類をファイルに綴じなければ

ならないか。 
必ず紙ファイルに綴じること。ファイルの

色は問いません。 

７ 経審の結果通知書では社会保険等が

未加入となっているが、申請できな

いのか。 

経審通知書発行後に社会保険等に加入して

いれば、「社会保険、厚生年金保険」につい

ては、「社会保険・厚生年金保険新規適用届

の写し」と「直近の保険料領収書」の写し、

「雇用保険」については「雇用保険適用事

業所設置届の写し」と「直近の保険料領収

書」の写しを添付することにより、申請が

可能です。 
８ 工事について、「直前２年度の各営業

年度のいずれかの決算における完成

工事高・・・」とあるが、直前とはど

の時点の決算か。 

経営事項審査を申請した日の直前の営業年

度２年度分の決算です。 

 
 

（物品・役務） 
 

 Ｑ Ａ 

１ 申請業種がどの取扱品目なのか判断

が出来ない。 
別紙１「取扱品目・業種手引き」を参照の

上、不明な場合は事前に問い合わせくださ

い。 
２ 希望の取扱品目に順番を付けられ 

ない。全てを第一希望にしたい。 
入札参加を希望する順位ですので、必ず大

分類ごとに第一希望から順に希望順位を選

択してください。 
４ 
 

申請書類をファイルに綴じなければ

ならないか。 
ファイルに綴じず、クリアファイルに入れ

て提出してください。 

５ 様式３の内訳を別紙により添付して

も良いか。 
可とします。ただし、様式３には中分類ご

との合計額を記載してください。 

 


